
●平成18年度 各支援事業支援・共催事業等の概要

都道府県・政令
指定都市等

都道府県・政令
指定都市等

市町村等

（1）創造事業

（2）連携事業

（3）単独事業

（4）研修事業

（1）公立文化施設活性化
計画策定支援事業

（2）公立文化施設活性化
計画推進支援事業

原則計画を策定した公立文化
施設

（1）単独企画プログラム

（2）共同企画プログラム

海外派遣公演を除き、原則とし
て申請主体である地方公共団体
等の区域に所在する公立文化施
設

実施する事業の開催に最適と判
断される施設・場所

音楽
演劇・ダンス
伝統芸能
美術　　　等

音楽
演劇・ダンス
伝統芸能
美術　　　等

音楽
演劇・ダンス
伝統芸能
美術　　　等

○ ○

○ ○

○ ○

申請主体である地方公共団体等
の区域に所在する公立文化施設
または実施する事業の開催に
最適と判断される施設・場所

× ○

× ○

○
実行委員会

○
実行委員会

○
実行委員会

○
実行委員会

○
実行委員会

○
実行委員会

○
実行委員会

× 原則当該都道府県内

●平成18年度 公立美術館活性化事業の概要

市町村等

×
実行委員会を構成する市町村立
美術館等

実行委員会を構成する公立美術
館等

×
実行委員会を構成する都道府県
立及び政令指定都市立美術館等

実行委員会を構成する公立美術
館等

申請主体である地方公共団体等
の区域に所在する公立文化施設
または実施する事業の開催に
最適と判断される施設・場所

地域の芸術文化環境
づくり支援事業

Ⅰ　市町村立美術館活性化事業

Ⅱ　市町村立美術館共同巡回展支援事業

Ⅳ　地域の公立美術館ネットワーク事業

美術

映像記録保存事業

会場

申請主体である地方公共団体等
の区域に所在する公立文化施設
または実施する事業の開催に最
適と判断される施設・場所

助成対象者

○

分野

伝統芸術等

公立文化施設活性化
支援事業

地域の芸術文化環境
づくり支援事業

○

上記（1）の事業が採択された
団体に限る

ステージラボ・マスターコース
（地域創造主催の研修事業）修了
者の所属する団体に限る

事業名

研修企画支援事業

地域芸術文化国際
交流推進事業

Ⅲ　都道府県立美術館共同巡回展支援事業

公立美術館活性化
事業

Ⅱ　海外交流支援事業

Ⅰ　国際化推進事業

芸術提供・共催事業

地域伝統芸術等
保存事業 都道府県イベント事業

事業名 分野
助成対象者

会場

助成率 助成額の上限 助成期間

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の1/2以内

3年以内
（申請は毎年）

3年以内
（申請は毎年）

3年以内
（申請は毎年）

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の2/3以内

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の2/3以内

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の2/3以内

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の2/3以内

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の2/3以内

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の1/2以内

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の1/2以内

対象事業経費の1/2以内 200万円

1年間

1年間

1年間

1年間

（1年目）
対象事業経費の2/3以内

100万円

（2年目～）
対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の1/2以内

500万円 1年間

1年間
地域創造が提示する公演等を
実施する

対象事業経費の8/10以内 320万円 1年間

対象事業経費から入場料等収
入を控除した額の10/10以内

400万円 1年間 地域創造へ直接

都道府県を経由

助成率 助成額の上限 助成期間

1,200万円 1年間

2年間

2年間

地域創造が提示する企画展を
実施する

（1年目・準備年度）300万円
（2年目・開催年度）1,200万円

実行委員会を構成する美術館
等のうち、過半数がⅠの経験
館であることを要する

（1年目・準備年度）500万円
（2年目・開催年度）5,000万円

1,000万円 1年間

平成17年
10月21日まで

平成17年
10月21日まで

平成17年
10月21日まで

平成17年
10月21日まで

地域創造へ直接
同一都道府県内に所在する美
術館等で構成することを要する

平成18年度準備・19年度実施の美
術館等（実行委員会）を募集する

助成措置
申請時期

500万円 1年間

備考

助成措置

詳細は助成要綱でご確認ください

申請書提出先

都道府県・政令指定
都市を経由

平成17年
10月21日まで

都道府県・政令指定
都市を経由

都道府県・政令指定
都市を経由

都道府県・政令指定
都市を経由

申請時期

申請書提出先 備考

詳細は実施要綱でご確認ください

市町村等はどちらか1事業のみ
助成対象となる

1,000万円
（1,500万円）

1,000万円
（1,500万円）

1,000万円
（1,500万円）

500万円
（1,000万円／1,500万円）

500万円
（1,000万円／1,500万円）

1,000万円

*上記「助成額の上限」の（　）内の金額は、事業経費・事業実施期間に応じて適用されます。


